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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象歯（２ａ、２ｂ）をスキャンするためのスキャニング装置（１）であって、
　前記対象歯（２ａ、２ｂ）が取り付けられるベース板（１０）と、
　光学スキャニングシステム（３ａ、３ｂ）が取り付けられるマウント板（４）と、
　前記マウント板（４）の移動手段（２３）と、
を備え、
　前記マウント板（４）は凹部（２５）を有し、前記凹部が、前記マウント板（４）が回
転され得る回転軸（２４）が通過する所定領域にスキャンされる前記対象歯（２ａ、２ｂ
）を配置することを可能にし、
　前記マウント板（４）は、前記凹部（２５）が設けられる場所と前記マウント板（４）
を回転できる方法で固定させる場所との間に、さらに２つ延長部（２６）を有することを
特徴とするスキャニング装置。
【請求項２】
　前記移動手段（２３）が、前記ベース板（１０）に対して前記マウント板（４）を回転
または傾斜するように構成されることを特徴とする請求項１に記載のスキャニング装置。
【請求項３】
　前記移動手段(２３)が、前記ベース板（１０）の表面と前記マウント板（４）の表面と
の間に挟まれる角度（α１、α２）および／または前記光学スキャニングシステム（３ａ
、３ｂ）の観察角度を変えるように構成されていることを特徴とする請求項１または２に



(2) JP 5269853 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

記載のスキャニング装置。
【請求項４】
　前記移動手段（２３）が、前記ベース板（１０）の表面と前記マウント板（４）の表面
との間に挟まれる角度（α１、α２）を４０°～９０°又は４０°～８０°のような２０
°～９０°の範囲内において変えるように構成されていることを特徴とする請求項１～３
のいずれか一項に記載のスキャニング装置。
【請求項５】
　前記ベース板（１０）は、第１方向（１１）および第２方向（１２）に直線的に移動さ
れるように構成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載のスキャ
ニング装置。
【請求項６】
　前記スキャニング装置が、少なくとも１つの前記対象歯（２ａ、２ｂ）を保持するため
の少なくとも１つの保持装置（８ａ、８ｂ）をさらに備えることを特徴とする請求項１～
５のいずれか一項に記載のスキャニング装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの保持装置（８ａ、８ｂ）は、回転軸を中心に回転可能であること
を特徴とする請求項６に記載のスキャニング装置。
【請求項８】
　前記光学スキャニングシステム（３ａ、３ｂ）は、照明装置（３ａ）および光検知装置
（３ｂ）を備えることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載のスキャニング装
置。
【請求項９】
　前記マウント板（４）の位置を検知するセンサーによって特徴付けられている請求項１
～８のいずれか一項に記載のスキャニング装置。
【請求項１０】
　対象歯（２ａ、２ｂ）をスキャンする方法であって、
　ａ）請求項１～９のいずれか一項に記載のスキャニング装置（１）の前記ベース板（１
０）に前記対象歯（２ａ、２ｂ）を取り付けるステップであって、前記ベース板（１０）
の表面と、前記マウント板（４）の表面または前記スキャニング装置の光学軸によって定
義される平面と、の間に、第１角度（α１）が挟まれて形成されている、ステップと；
　ｂ）第１データを取得するために取り付けられた前記対象歯（２ａ、２ｂ）をスキャン
するステップと；
　ｃ）前記マウント板（４）の前記移動手段（２３）を用いて前記第１角度（α１）を第
２角度（α２）に変えるステップと；
　ｄ）第２データを取得するために取り付けられた前記対象歯（２ａ、２ｂ）をスキャン
するステップと；
を備えることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　ステップｂ）の後および／またはステップｄ）の後に、前記対象歯（２ａ、２ｂ）は、
直線的に移動され、次いでさらに１つまたは２つのデータセットを取得するためにスキャ
ンされることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対象歯をスキャンするスキャニング装置および対象歯をスキャンする方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯のモデルをデジタル表示するデータセットを取得するために歯のモデルをスキャンす
る装置は知られている。そのようなデータセットは、義歯素子の自動製造に使用できる。
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【０００３】
　特許文献１は、三次元概略表示における歯のモデルをスキャンする装置を開示する。光
学スキャニングシステム（レーザー照明およびカメラ）が上に取り付けられる第１板が、
ベース板が上に設けられる第２板に対して２０°～８０°の角度において配置される。歯
のモデルはベース板上に配置されてもよく、このベース板は回転ディスクとして実行され
てもよく、回転シャフトが設けられてもよい。回転シャフトは、スキャニング領域によっ
て規定される面に対して横断方向である所定の方向、およびこの第１方向に垂直な第２方
向に移動されてもよい。
【０００４】
　特許文献２は、回転板に取り付けることができる測定ポットの利用法を開示する。測定
ポットには、例えば１つ以上の歯のモデルが取り付けられてもよい。測定ポットは、回転
版を回転することによって測定領域内に移動することができる。測定ポットが測定領域到
達すると、回転板が回転を停止し、測定ポット内の歯のモデルのスキャニングが測定テー
ブルの直線的な動作によって実行される。これは、レーザースキャナーが２０°～８０°
の所定角度において配置されると、スキャンされる歯の一方の側面を観察できる測定ライ
ンを作り出す。追加的な観察角度から追加的な測定ラインを取得可能にするために、測定
領域内に位置するポットを、各測定の合間にポット自体の軸を中心に、例えば、８枚の画
像を取得するのに４５度ずつ回転することができる。このようにして異なる角度からの８
つの測定ラインを取得することができ、このようにして得られた表面データの一部分は、
複数の測定ラインにおいて表れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００７／０２４８９２９号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００４／００３２５９４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、既知の対象歯をスキャンする装置を改善し、対象歯をスキャンする方
法を改善することである。
【０００７】
　この目的は、請求項１の対象歯をスキャンするスキャンニング装置と、請求項１０によ
る対象歯をスキャンする方法とによって達成される。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の好適な実施形態が、従属項において開示されている。
【０００９】
　対象歯をスキャンする本発明に関するスキャニング装置は、少なくとも１つの対象歯を
取り付けることができるベース板と、光学スキャニングシステムが取り付けられるマウン
ト板のようなマウント構造体とを備え、スキャニング装置は、マウント構造体を移動する
手段をさらに備える。光学スキャニングシステムによって、少なくとも１つの対象歯を、
スキャニング領域内に位置する際に、スキャンすることができる。マウント構造体を移動
する手段は、マウント構造体およびベース板を互いに対して移動することを可能にし、そ
れにより、移動後は、ベース板とマウント構造体とは、移動前より異なる互いに対する別
の相対的位置を有する。さらにそのような移動の結果、マウント構造体に取り付けられた
光学スキャニングシステムがスキャンされる対象歯に対して別の位置を有することを可能
にすることができる。このようにして、対象歯は、他の方向からスキャンされてもよい。
そのような移動が有する１つの利点は、対象歯を置き直すことなく、対象歯の様々な側面
をスキャンすることができる点である。
【００１０】
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　すでに示したように、マウント構造体はマウント板であってもよい。そのような板は、
例えば、照明装置や光検出装置のような光学スキャニングシステムの装置が取り付けられ
てもよい場所に十分な空間をもたらすことができる。しかしながら、マウント構造体は、
例えば金属および／またはグラスファイバー補強プラスチックで作られたレールやロッド
で構成されてもよい。これらのレールやロッドはフレームに取り付けられてもよく、好ま
しくは、フレームは、光学スキャニングシステムの光軸に平行に配置されてもよい。レー
ルやロッドを使うことによって、例えばスキャニング装置の重量を削減できる。光学スキ
ャニングシステムの照明装置および／または光検出装置、および／またはマウント構造体
の位置を検出するセンサーが、レールやロッドに取り付けられてもよい。
【００１１】
　移動手段は、ベース板に対するマウント構造体の回転や傾斜に適応してもよい。また、
移動手段は、ベース板の表面とマウント構造体の表面とに挟まれる角度を変えることに適
応してもよい。
【００１２】
　回転は、マウント構造体が、ベース板の表面に平行に配置される回転軸を中心に回転可
能であることを意味してもよく、同時に、傾斜は、マウント構造体が回転可能であっても
よい軸を中心の回転軸が、ベース板の表面に対してある角度において配置されることを意
味する。
【００１３】
　マウント板の使用時は、マウント構造体の表面は、板の表面によって定義される。マウ
ント構造体にレールやロッド、または同構成の使用時は、表面は、例えばレールやロッド
、または同類物が取り付けられてもよいマウント構造体のフレームを通過する面によって
定義されてもよい。
【００１４】
　観察角度は、ベース板の表面と、光学スキャンニングシステム（照明装置および光検出
装置）の光軸によって定義される面とによって定義されてもよい。一般的に、光学スキャ
ニングシステムの光軸によって定義される面は、マウント構造体の表面に平行であり、そ
れにより観察角度は、ベース板の表面とマウント構造体の表面とに挟まれる角度と同じ値
を有する。ベース板の表面とマウント構造体の表面と間に挟まれる角度を変えることによ
って、少なくとも１つの対象歯上の観察角度も変えてもよい。このように、例えば２回の
少なくとも１つの対象歯のスキャニング測定が実行されてもよく、それによって例えば、
少なくとも１つの対象歯の別の観察角度から観察できない領域をスキャンすることを可能
にする。
【００１５】
　マウント構造体を移動する手段が使用されると、光学スキャニングシステムのスキャニ
ング領域内に位置する少なくとも１つの対象歯への観察角度を変えることができる。これ
は、対象歯の異なる領域の観察とスキャニングとを可能にする。このようにして、レーザ
ー光の方向に位置する対象歯のある部分によって隠れてしまうだろう領域もスキャンする
ことができる。
【００１６】
　スキャニング領域は、好ましくは容易に、すなわち、対象歯を大部分移動する必要なく
、対象歯が照明領域および観察領域も範囲内に位置する領域として定義することができる
。好ましくは、ベース板の表面とマウント構造体の表面と間に挟まれる角度は、スキャニ
ング測定の合間に変えられ、すなわち、スキャニング中は、角度が固定値を有する。別の
実施形態では、スキャニング測定中に、挟まれる角度を連続的に変えることが好ましくて
よい。
【００１７】
　移動手段は、ベース板の表面とマウント構造体の表面と間に挟まれる角度を２０°～９
０°の範囲で変えられるように適応してもよい。別の実施形態では、ベース板の表面とマ
ウント構造体の表面と間に挟まれる角度の範囲は、１０°～９０°、０°～９０°、また
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は０°～１８０°、あるいはこれらの値の間の別の角度範囲であってもよい。最低値、例
えば角度を０°にした場合、光学スキャニングシステムは、一側面から直接対象歯をスキ
ャンしてもよい。９０°の角度においては、光学スキャニングシステムが、上部、例えば
対象歯の咬合面から対象歯をスキャンしてもよい。
【００１８】
　０°～１８０°の角度範囲を有することによって、例えば、側部から上部（例えば咬合
）の面、次いで初めの側部の反対側の側部まで対象歯をスキャンすることが可能である。
【００１９】
ベース板は、第１方向および第２方向に直線的に移動されるように適応してもよい。少な
くとも１つの対象歯がベース板に取り付けられると、対象歯も直線的に移動され、すなわ
ち、光学スキャニングシステムに対して移動され、少なくとも１つの対象歯の異なる領域
のスキャニングを可能にする。
【００２０】
　好ましくは、第１および第２の方向は互いに垂直であり、ベース板の表面の面に平行に
位置する。
【００２１】
　スキャニング装置は、少なくとも１つの対象歯を保持する少なくとも１つの保持装置を
さらに備えてもよい。少なくとも１つの保持装置は、ベース板に直接取り付けられてもよ
く、または、追加的な回転板に取り付けられてもよい。回転板は、ベース板に取り付けら
れてもよいのと供に、回転軸を中心に両方向（時計方向および反時計方向）または一方向
のみに回転可能であってもよい。例えば、回転板は、スキャニング領域内に少なくとも１
つの保持装置を回転するために使用されてもよい。
【００２２】
　保持装置は、少なくとも１つの対象歯が上にまたは中に取り付けられてもよいポットと
して設けられてもよい。保持装置の内部または上に対象歯を固定するために、例えば成形
粘土が使用されてもよい。顎全体の歯のような対象歯の保持装置は、例えば歯列弓の調整
に提供するテンプレートを備えてもよい。
【００２３】
　少なくとも１つの保持装置は、回転軸を中心に回転可能にできる。保持装置を回転する
ことによって、対象歯を異なる角度からスキャンすることができる。それにより、取得し
た対象歯の表面データの複数の部分が、複数のスキャニング帯体において現れ、マッチン
グソフトに使用されるこれらの重複領域によって、各スキャニング帯体を合体して対象歯
の全体的な三次元表面画像を形成する。
【００２４】
　少なくとも１つの保持装置は、例えば対象歯から８つの異なる角度からのスキャニング
ストリップを取得できるように４５度ずつ、各測定の合間に回転されてもよい。また、８
枚より多いまたは少ないスキャニングストリップを記録できるように、他の回転角度が使
用されてもよい。対象歯のこれら複数の測定重複領域それぞれが記録され、例えばマッチ
ング方法を使用することによって対象歯の表面の正確な再構築を可能にする。
【００２５】
　光学スキャニングシステムは、照明装置および光検出装置を備えてもよい。照明装置は
、レーザーであってよく、光検出装置は、ＣＣＤチップを備えるカメラまたはＣＣＤチッ
プ単体であってもよい。
【００２６】
　照明装置および光検出装置は、共にマウント構造体に取り付けられ、それにより、ベー
ス板の表面とマウント構造体の表面との間の角度が変えられる場合、カメラの観察領域の
角度と照明装置の照明領域の角度との両方が同量、すわなち、同角度ずつ変えられるが、
光検出装置と照明装置との相対位置は変わらない。照明装置と観察領域との重複領域は記
録ラインと呼ばれる。記録ラインにおいて、例えば対象歯の表面のデータ点が記録される
。また、例えば記録ラインに垂直方向に対象歯を移動することによって、スキャニングス
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トリップが記録されてもよく、すなわち、スキャニングストリップが覆う領域において対
象歯の表面が記録される。
【００２７】
　マウント構造体は、例えばステッピングまたはサーボモーターであってよいモーターに
よって移動されてもよい。これは、マウント構造体の自動コンピューター制御動作を可能
にする。
【００２８】
　スキャニング装置は、マウント構造体の位置を検出する、好ましくはベース板の表面と
マウント構造体の表面との間の角度を検出するためのセンサーをさらに備えてもよい。例
えば、いくつかの参照マークが、スキャニング装置の不動部品上に設けられてもよく、参
照マークが、センサーによって検出されてもよく、それぞれの参照マークが角度の実値に
関連するものであってもよい。関連物は、例えば参照マーク自体が数字で角度の値を記す
こと、または、例えば、ある表および／または記録されたデータセットを引用できる参照
マークと角度の値とのある相関が存在することを意味してもよい。
【００２９】
　マウント構造体の位置を検出することによって、スキャニングストリップの重複領域を
マッチングするマッチング方法が簡易化される。
【００３０】
　対象歯をスキャンする方法は、（ａ）ベース板の表面とマウント構造体の表面との間の
第１角度が挟まれてなり、発明したスキャニング装置のベース板に対象歯を取り付けるス
テップ、（ｂ）第１データセットを取得するために取り付けられた対象歯をスキャンする
ステップ、（ｃ）第１角度を第２角度に変えるためにマウント構造体を移動する手段を使
用するステップ、および、（ｄ）第２データセットを取得するために取り付けられた対象
歯をスキャンするステップとを備える。
【００３１】
　第１および第２測定（スキャニング）との合間に角度を変えることによって、対象歯へ
の観察角度を変えることができ、それにより対象歯の異なる領域をスキャンできる。上述
の方法において、ステップｂ）および／またはステップｄ）の後に、対象歯は、直線的に
移動され、かつ／または回転され、次いで１つまたは２つのさらなるデータセットを取得
するためにスキャンされてもよい。
【００３２】
　さらなる直線的に対象歯を移動することにより、２つの角度それぞれにおいて、２つの
異なるスキャニングストリップが記録される。
【００３３】
　対象歯は１つの歯のモデルであってもよく、例えば分離された成形モデル、または２つ
または複数の隣接した歯や顎全体の歯からのものでもあってもよい。１つ以上の歯は、歯
全部、または歯科治療や儀歯において歯科医によって用意された歯を含んでもよい。
【００３４】
　上記以上に、本発明は、特定の構成に基づいてまたは概論の形式において本明細書およ
び添付図に開示された追加的な変形および態様を含む。本装置の有利な実施形態は、図に
基づいて説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】対象歯をスキャンするスキャン装置の三次元図を示す。
【図２】スキャン装置の概略図を示し、マウント構造体は、ベース板に対して異なる２つ
の角度において配置される。
【図３ａ】２つの高さｈ１、ｈ２において設けられた対象歯を示す。
【図３ｂ】２つの高さｈ１、ｈ２において設けられた対象歯を示す。
【図４】部分的に重なる、対象歯上の３つのスキャンストリップを示す。
【発明を実施するための形態】
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【００３６】
　各図において、同一または同類、あるいは、全く同じまたは同じように作動する部品は
、同じ符号が付されているか、比較できるように示されており、よって、部品、それらの
組み合わせ、それらの機能、およびそれらの作動モードは、必要に応じて、特定の図と図
との間、および／または、図と文章との間の言及が、明確に示されないか、またはしめさ
れていない場合であっても、当業者であれば、図を見ることだけから、図を比較すること
から、および、以下の記載だけからでも直ちに理解できる。
【００３７】
　図１においては、対象歯2a, 2bをスキャンするスキャン装置１の三次元図が示される。
スキャン装置１には、例えば、レーザー照明装置３ａ（以後、レーザーと称する）および
光検出装置３ｂを備える光学スキャンシステム３ａ、３ｂが設けられ、ここで光検出装置
３ｂは、カメラ（ＣＣＤチップを有するカメラが使用されてもよいし、ＣＣＤチップ単体
も可能である）であり、この実施形態ではマウント板４として設けられているマウント構
造体４に取り付けられている。レーザー３ａは、対象歯２ａ、２ｂ、例えば、顎２ｂまた
は1つ以上の歯２ａ、を限定照明領域５内において照明し、カメラ３ｂは、カメラ３ｂに
よって観察される限定観察領域６内のデータを記録してもよく、カメラ３ｂは、レーザー
３ａの照明領域５を観察してもよい。レーザーは、例えば（細い）線にレーザービームを
フォーカスする円柱レンズを使うことによって、例えば（細い）線形状領域を照明するよ
うに構成することができる。照明領域５と観察領域６との重複領域を、記録ライン７と称
する。この記録ライン7においては、例えば、対象歯２ａ、２ｂの表面のデータ点を記録
することができる。
【００３８】
　レーザー３ａのレーザー光で対象歯２ａ、２ｂを照明することにより、対象歯２ａ、２
ｂ上の線形状領域を照明することができる。カメラ３ｂは、いくつかの角度において線形
状領域を撮影してもよく、例えば、カメラ３ｂに備えられたＣＣＤチップが、記録ライン
７内の対象歯２ａ、２ｂの表面から反射したレーザー光を検出してもよい。次々に様々な
記録ラインを記録することによって、対象歯２ａ、２ｂの表面形状を、スキャンし、すな
わち、測定することができる。
【００３９】
　図に示めすように、異なる対象歯２ａ、２ｂは、これら対象歯２ａ、２ｂを保持する異
なる保持装置８ａ、８ｂに取り付けられてもよい。保持装置８ａ、８ｂは、回転板９に取
り付けられており、この回転板は、図中においては円状であるが、別の形状を有してもよ
く、それ自体はベース板１０に取り付けられている。回転板９は、回転軸を中心に両方向
（時計回りおよび反時計回り）または一方向に回転可能とすることができる。保持装置８
ａ、８ｂのそれら自体も、それらの回転軸を中心に回転可能である。
【００４０】
　２つのタイプの保持装置８ａが示されている。１つのタイプは、好ましくは１つの歯２
ａが取り付けられるポット８のように形成され、もう一つのタイプは、顎の歯が取り付け
られるテンプレート８のように形成される。回転板９には、１つ以上の保持装置８ａ、８
ｂが備えられてもよく、これらの装置８ａ、８ｂは全て、同一のタイプでも、異なるタイ
プであってもよい。
【００４１】
　示されるベース板１０は、２つの方向１１、１２に移動することができ、図示されてい
る場合では、２つの方向１１、１２は互いに垂直であり、かつベース板１０の表面に平行
な面内に位置する。移動は、例えば動作を伝達するために物理的軸１３、１４に取り付け
られる１つ以上のステッピングモーターの使用により制御されてもよい。ベース板１０を
第１方向に移動することにより、対象歯２ａ、２ｂをこの方向に移動することができ、こ
のように対象歯２ａ、２ｂの領域をスキャンすることができる。ベース板１０を第２方向
に移動することにより、第１方向に移動している間にスキャンされる領域は変えられる。
１つ以上のステッピングモーターおよび軸１３、１４は、スキャン装置１が使用位置にあ
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る際に、ベース板の下に位置してもよい。
【００４２】
　１つ以上のステッピングモーターおよびこれらステッピングモーターが取り付けられる
軸１３、１４を保護するために、底板１７が設けられる。スキャン装置は、脚１５を備え
てもよく、脚１５は、高さ調整可能であり、底板１７に取り付けられてもよい。
【００４３】
　保持装置８ａ、８ｂと記録ライン７のそれらの間の関係は、対象歯２ａ、２ｂが位置す
る高さを変えることにより変えることができる。例えば、高さは、保持装置８ａ、８ｂの
高さを変えることにより調整されてもよい。保持装置８ａ、８ｂは、その高さを増減する
ように伸縮自在であってもよく、かつ／または、違う高さのソケットが、ベース板１０と
８ａ、８ｂを保持する装置との間に配置されてもよい。このように、スキャンされる対象
歯２ａ、２ｂは異なる高さに位置する。このことは、照明光学系または記録光学系の焦点
調節に関しては適切である。さらに保持装置８ａ、８ｂと記録ライン７との関係は、それ
ぞれの高さによって変えられる。例えば、対象歯２ａ、２ｂの中央より外側の対象歯２ａ
、２ｂの所定領域がスキャンされてもよい。もし次に、対象歯２ａ、２ｂがより低い高さ
、すなわち、以前の高さよりベース板１０により近くに位置する場合、スキャニング領域
７は、対象歯２ａ、２ｂのさらに内側（回転板９の中央に対して）に位置する領域をスキ
ャンするだろう（図３ａおよび図３ｂも参照）。
【００４４】
　図示されている場合においては、マウント板４は、ベース板１０の表面に平行に位置す
る回転軸２４を中心に回転されてもよい。対象歯２ａ、２ｂがスキャンされることを保証
するために、対象歯２ａ、２ｂが、記録ライン７の範囲の領域内に位置するマウント板４
の第一位置の測定領域に位置する際、またマウント板が第２位置にある際、好ましくは、
回転軸はスキャンされる対象歯がある領域内に位置し（図２も参照）、さらに、図１に示
すように、マウント板４は、回転軸２４が通過する領域内にスキャンされる対象歯を位置
させるいくつかの凹部２５を有してもよい。マウント板は、凹所２５が設けられる場所と
スキャニング装置１、特にスキャニング装置の一サイドフレームに、マウント板４を回転
できる方法で固定させる場所との間に２つの延長部２６を有する。
【００４５】
　スキャニング装置１のサイドフレーム１９に取り付けられる移動手段２３を用いて、マ
ウント板４は、ベース板１０の表面に対して異なる角度αにおいて配置されてもよい。そ
れにより、マウント手段は、回転や傾斜が可能になる。そのため、レーザー３ａおよびカ
メラ３ｂの光学軸も、双方がマウント板４に取り付けられるとベース板１０の表面に対し
て角度αにおいて傾斜され得る。
【００４６】
　例えば回転板９に取り付けられる対象歯２ａ、２ｂを保護するためのカバー（図示せず
）が、カバーが取り付けられる連結フレーム１８によって移動されてもよい。連結フレー
ム１８は、スプロケット２０によって移動可能であってもよく、スプリング２１によって
いくらかの置き直す力が働く。連結フレームはサイドフレーム１９に（回転可能に）取り
付けられてもよい。
【００４７】
　図２は、スキャニング装置１の側面図を示し、マウント板４は、ベース板１０の面とマ
ウント板４の面（または、示される光学スキャニングシステムの光学軸）との間の角度α
１、α２が異なる値を有するように２つの異なる位置Ｐ１、Ｐ２に配置されている。図を
見るものの側にあるフレーム連結１８、サイドフレーム１９、およびスプリング２１は、
明瞭さの目的のために図示しない。対象歯２ａ、２ｂは、例えばマウント板４の第１位置
Ｐ１から、歯２ａの表面の一部の領域には、レーザー光が届かないかもしれず、一方、マ
ウント板４の第２位置においては、表面のより広域部分に、レーザー光が届くことができ
るような形状を有してもよい。
【００４８】
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　図３ａおよび図３ｂは、２つの異なる高さｈ１およびｈ２に設けられた、虫歯２２を有
する対象歯２ａを示し、ｈ１の絶対値は、ｈ２の絶対値よりも大きい。
【００４９】
　対象歯のスキャニングが実行されてもよい高さを変えることによって、照明領域５およ
び／または観察領域６は、対象歯の頂部が両領域の邪魔になる位置にいないように対象歯
に対して傾斜されてもよい。図３ａおよび図３ｂの記録ライン７の位置を比較することに
よって、図３ｂにおいて記録ライン７が図３ａの記録ライン７８に比べて右にシフトされ
ることがわかる。同様の効果が図３ａに示す対象歯２ａを左に移動することによって、そ
の高さｈ１を変えることなく、達成されてもよい。
【００５０】
　図３ａに示す配置では、対象歯２ａの各部が照明領域５および／または観察領域６の方
向に位置すると、限られた一部しか虫歯２２の右側面をスキャンできず、そのため両領域
は遮蔽されて、虫歯の中に伝播することができない。
【００５１】
　例えば、仮に保持装置８ａの回転軸を中心に対象歯を回転できたとしても、虫歯の底部
は記録ライン７が届く範囲内ではなく、そのため虫歯の底部の面はスキャンされえない。
しかしながら、ベース板１０の面とマウント板４との間の角度が、より大きい値、例えば
８０°または９０°に変えられれば、虫歯２２の底部は、記録ライン７が届く範囲内にな
るだろう。
【００５２】
　図４では、虫歯２２を有する対象歯上の隣接する３つのスキャニング帯域Ｌ１、Ｌ２、
Ｌ３が示される。スキャニング帯域は、複数の平行な記録ライン７からなる。スキャニン
グ帯域Ｌ１およびＬ２は領域Ａ１において重複し、スキャニング帯域Ｌ２およびＬ３は領
域Ａ２において重複する（ハッチングされた領域）。重複領域Ａ１、Ａ２は、対象歯２ａ
の全体画像を形成するマッチング法によって各スキャニング帯域Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３のデー
タを合体することを可能にする。
【００５３】
　例えば、先ず、対象歯２ａが、記録ライン７が対象歯２ａに亘って横断することによっ
て、ｘ方向（第１移動方向）にベース板１０と一緒に移動されてもよい。次いで、ベース
板１０と供に対象歯２ａがｙ方向（第２移動方向）にΔｙだけ移動され、再び対象歯２ａ
が、記録ライン７が対象歯２ａに亘って横断することよって、ｘ方向（第１移動方向）に
ベース板１０と一緒に移動されてもよい。ｙ方向における重複領域Ａ１、Ａ２の幅は、Δ
ｙの値により制御されてもよい。
【００５４】
　異なるスキャニング帯域Ｌ１およびＬ２は、例えば異なる角度αと供に記録されてもよ
い。例えば、スキャニング帯域Ｌ１は、４０°の角度αで、帯域Ｌ２は、虫歯の中をより
深く見ることができ、それによって虫歯の底をスキャンする９０°の角度において記録さ
れてきた。異なるスキャニング帯域は、異なる観察角度でスキャンされてもよい。
【００５５】
　特に、上記の実施形態は、実施形態と請求項とでの専門用語の関係がすぐに把握できる
ように、請求項に特定される構成に言及し、請求する構成の明確な装置特性を表しており
、特性の組合せは、例えば請求項の記載を表し、単に例示するだけで、請求項を限定する
ことはない。
【００５６】
　本発明は、実用例に基づいた記述および図において説明され、それらのことで限定する
ことなく、当業者が本願、特に、請求項と、本明細書の導入部と実施例と図におけるそれ
についての説明の記述とにおける一般的説明とから収集でき、また、彼または彼女の専門
知識および従来技術に基づいて、特に本明細書において引用する先行出願の全開示事項を
含む際に、組み合わせることができる、あらゆる変形、変更、代用、および組合せを含む
。特に、本発明の実施形態および実施例の全ての各特長および可能性は、互いに組み合わ
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【符号の説明】
【００５７】
１　スキャニング装置
２ａ、２ｂ　対象歯
３ａ　スキャニングシステム、照明装置　
３ｂ　スキャニングシステム、光検出装置
４　マウント板　マウント構造体
８ａ、８ｂ　保持装置
１０　ベース板
１１　第１方向
１２　第２方向
２３　移動手段
α　角度、第１角度、第２角度

【図１】 【図２】
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【図４】
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